
 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市外郭団体の経営状況の評価結果 
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１ 外郭団体の経営評価 

 

(1) 経過 

  第三セクターなどいわゆる外郭団体の経営破綻により，地方公共団体本体が財政再生

団体に指定されるという事例が生じ，総務省は，平成 20年に，地方公共団体に対し，第

三セクター等の経営状況の客観的な把握，その結果，経営が著しく悪化している場合の

抜本的な経営改善策を講じるよう通知をした。 

  これを受け，本市では，平成 21 年に仙台市外郭団体経営検討委員会を設置し，毎年，

経営悪化の可能性があるとされる一定要件（以下「２ 委員会付議要件」を参照）に該当

した外郭団体の経営状況について，外部の専門家による評価を受けている。 

 

  また，平成 29年には，総務省より地方公共団体に対し，相当程度の財政リスクが存在

する第三セクター等について，経営健全化方針を策定するよう通知がなされているが，

本市においては，委員会設置以降，総務省の基準よりも厳しい要件で評価を実施し，これ

までのところ経営健全化方針の策定が必要となった団体はない。 

 

(2) 対象となる外郭団体 

  仙台市における外郭団体の定義は， 

ア 市が当該団体の基本財産等の４分の１以上の出資又は出捐を行っている団体 

イ 市の事務事業との密接な関連性から，その設立に市が主体的に関与し，かつ市

が当該団体の運営に相当程度関わっていると認められる団体 

のいずれかに該当する団体であり，令和 3年 7月 1日現在で 27団体となっている。 

 

今年度においては，出資比率や設立経緯により他の地方公共団体（宮城県）が本市よ

り主体的に関わっている 2 団体を除いた 25 団体のうち，あらかじめ定めた一定の要件

（「２ 委員会付議要件」参照）に該当した 3 団体について，具体の評価作業を行った。 

当該 3 団体については，令和 2 年度の決算資料を基に，必要に応じて，令和 3 年度予

算書等の資料を精査し，委員の合議により評価を行った。 

 

 

２ 委員会付議要件 

 

前期決算（⑤については前 3 期決算）について，下記のいずれかに該当する外郭団体

（他の地方公共団体が主導的な立場にあるものを除く。）を，付議対象とする。 

 

① 経常損益が赤字であり，当該赤字額が10年間続いたと仮定すると債務超過になる

こと 

  ※ 損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額の算定に関する基準（平成20年総務省告示第242

号）第二の二に規定する標準評価方式による評価が「Ａ」以外となることを言い換えたもの。

同基準は，自治体が団体の債務について損失補償又は保証をしている場合にのみ対象となる

が，本市においては，全ての外郭団体について，この基準の対象とみなして評価を行うことと

する。 
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② 債務超過にある団体であること 

※ 退職給付引当金及び賞与引当金について，所要額を全額計上せず決算を作成している団体につ

いては，全額計上したと仮定して再計算した場合，債務超過状態と同等とみなされる場合を含む。 

 

③ 事業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであり，当該事業活動によるキャッ

シュ・フローの5倍の額の絶対値が，現金及び現金同等物期末残高を超えていること 

※ キャッシュ・フロー計算書を作成していない財団等にあっては，「当期経常増減額がマイナス

であり，当該当期経常増減額の絶対値から減価償却費及び引当金を引いたものの 5倍の額が，現

金及び現金同等物期末残高を超えていること」と，株式会社等にあっては，「経常損失の額から

減価償却費及び引当金の額を差し引いたものの 5倍の額が，現金及び現金同等物期末残高を超え

ていること」と読み替えるものとする。 

 

④ 累積欠損金 2億 5千万円以上，かつ，基本財産，資本金又はこれに類するものの概

ね 50％以上であること 

 

⑤ 直近 3年度全てにおいて経常損失が生じており，かつ，経営の改善傾向が見られな

いこと 

  ※ 「経営の改善傾向が見られる」とは，経常損失額が前期と前々期，前々期と前々々期，前期と

前々々期のいずれかの対比で 20％以上減少している状態をいうものとする。 

 

 

３ 委員会付議要件該当団体 

 

公益財団法人 瑞鳳殿（要件３に該当） 

公益財団法人 仙台市市民文化事業団（要件５に該当） 

公益財団法人 仙台市公園緑地協会（要件１に該当） 

 

４ 評価結果 

 

評 価 結 果 該 当 団 体 

１ 著しく経営状況が悪化しており，抜本的

な経営改善が必要な団体 

なし 

２ 著しく経営状況が悪化しており，経営改

善努力が必要な団体 

なし 

３ 著しく経営状況が悪化しているとまで

はいえないが，経営状況の推移に注意が

必要な団体 

公益財団法人 瑞鳳殿 

公益財団法人 仙台市公園緑地協会 

４ 著しく経営状況が悪化しているとはい

えない団体 

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 
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《各団体に対する評価コメント》 

① 公益財団法人 瑞鳳殿 

 

当該団体は，仙台藩以来の文化的遺産である瑞鳳殿，感仙殿，善応殿の三霊屋及び経

ヶ峯内伊達家墓所の保存整備並びに伊達家霊廟等に関する調査研究を行い，併せて，当

該施設の鑑賞の機会を提供し，もって文化の向上に寄与することを目的とした団体で

ある。 

事業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなった主な原因は，昨年来の新型コ

ロナウイルス感染症及び今年 2 月の福島県沖地震の影響により，来観者数が大幅に減

少し，主な収入源である観覧料収入が激減したことにある。 

ただちに経営上の支障が生じる状態ではないが，新型コロナウイルス感染症は，その

終息が見通せない状況にあることから，影響の長期化を想定した，観覧料収入の増加に

向けた事業の実施等，一層の経営改善に向けた取組みが必要と考える。 

以上のことから，「３ 著しく経営状況が悪化しているとまではいえないが，経営状

況の推移に注意が必要な団体」と評価する。 

 

② 公益財団法人 仙台市市民文化事業団 

 

当該団体は，文化芸術の振興，郷土の歴史の継承及び生涯学習の支援に関する事業を

行い，もって魅力ある市民の文化創造と豊かな市民生活の実現に寄与することを目的

とした団体である。 

直近 3 事業年度全てにおいて経常損失が生じている主な原因は，特定資産評価損益

等の計上にある。特定資産に計上されている債券は，取得時に満期保有を目的としない

有価証券とされたことから，決算時に時価評価が求められ，帳簿価額と時価との差額に

ついて特定資産評価損を計上した結果，経常損失が生じている。 

しかし，団体は当該債券を満期まで保有する意思があり，満期時には全ての債券の元

本が回収されることから，実際には特定資産評価損計上分の現金支出はいかなる時点

でも発生しない。従って当該評価損は実現しない費用であり，当該評価損の影響を除く

と経常損失は生じていないと考えられる。 

以上のことから，「４ 著しく経営状況が悪化しているとはいえない団体」と評価す

る。 

 

③ 公益財団法人 仙台市公園緑地協会 

 

当該団体は，都市緑化及び公園緑地に関する事業を通じて，市民生活に安らぎと潤い

をもたらし，あわせて緑の文化を発信することを目的とした団体である。 

経常損益が赤字となった主な原因は，新型コロナウイルス感染症の影響で八木山動

物公園を中心とした施設利用者が大幅に減少し，売店・食堂等における営業収入が激減

したことにある。 

ただちに経営上の支障が生じる状態ではないが，新型コロナウイルス感染症におい

ては，その終息が見通せない中にあることから，影響の長期化を想定し，仙台市と連携

しながら，一層の経営改善に向けて取組むことが必要と考える。 

以上のことから，「３ 著しく経営状況が悪化しているとまではいえないが，経営状

況の推移に注意が必要な団体」と評価する。 
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５ 委員名簿（敬称略） 

 

委員長  橋 本 潤 子 （橋本潤子公認会計士事務所・公認会計士） 

委 員  大 泉 裕 一 （大泉会計事務所・公認会計士） 

委 員  西 村 一 幸 （公認会計士西村一幸事務所・公認会計士） 

 

  

 

 

  

 

 


